
行橋市庁舎トイレ洋式化工事

行橋市中央一丁目1番1号

+ ＝

トイレ洋式化工事 1.0 式

1 国庫

2 県費

3 市単独

工事設計書

行橋市 建築政策課

合計消費税

工事費

 市庁舎内のトイレの安全面・機能面等で不具合が生じた施設を改修し、環境衛生の

改善を行い、利用者の安全性・利便性を確保するため。

工事概要

起工理由

補助内容

設

計

精

査
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工事名

工事価格



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

上段：当初
下段：変更

純工事費

Ａ1 発生材処分費 式 1.0

工事原価

工事価格

Ｅ 消費税 ％ 10.0

工事費（合計）

当初設計 変更設計

Ｂ 共通仮設費（率分）

1.0式直接工事費Ａ

1.0式

1.0式

1.0式

一般管理費Ｄ

現場管理費Ｃ

内訳書



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

Ａ 直接工事費

1 給排水衛生設備工事 式 1.0

2 建築工事他 式 1.0

小計

改め

内訳書



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

1 給排水衛生設備工事

腰掛便器
CFS494MJ、TV565CP、TCF587、YH500、

ウォシュレット分岐金具、パイプホルダー他 組 28.0

 同上取付費 洗浄便座 組 28.0

既設和風大便器撤去
再使用しない

便器、給水部、紙巻器、擬音装置等含む 組 28.0

手すり T112C6 組 28.0

 同上取付費 箇所 28.0

既設手すり撤去 再使用しない 組 28.0

排水管切断接続 樹脂 φ100 箇所 28.0

給水管切断接続 鋼管 φ25 箇所 28.0

給水管 SGP-VB25 ｍ 14.0

排水管切断接続 VP100 ｍ 14.0

コンクリート補修 タイル,塩ビシート復旧共 箇所 28.0

天井撤去復旧 箇所 22.0

脚立足場 箇所 28.0

コンセント 2Ｐ15Ａ×1接地端子付 ボックス共 箇所 28.0

電線（管内） EM-EEF1.6-2C ｍ 36.0

メタルモール Ａ型 ｍ 28.0

電気結線費 式 1.0

小計

改め

内訳書



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

当初設計 変更設計

2 建築工事他

トイレブース新設 メラミン化粧合板 厚40 ｍ2 30.0

トイレブース撤去 ｍ2 33.2

トイレブース扉改造 取外し、再取付 金具共 箇所 22.0

養生 ｍ2 28.0

整理清掃後片付け ｍ2 28.0

発生材積込 式 1.0

発生材運搬費 式 1.0

小計

改め

内訳書



費目 工種 細目 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

A1 発生材処分費

陶器類 式 1.00

小計

改め

当初設計 変更設計発生材処分費

発生材処分費



1. 安全管理について

・工事車輌等の搬入出は、施設利用者の安全を考慮して行うこと。

・工事箇所が利用者の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、

安全確保すること。

・仮囲い設置等は、状況に応じて、施設管理者および監督者と協議すること。

・内部作業の際は、搬入出路の養生を行い、損傷等を与えないよう配慮すること。

 

2. 工程管理について

・施設管理者および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

・施設を利用しながらの工事となるため、複数工区に分けての施工となる。

 工区分けおよび施工時期については、施設管理者および監督員と十分に協議すること。

 また、先行工区については、工事契約約款第33条に基づき部分使用を行う。

3. その他

・施工にあたり現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担

によって早急に復旧しなければならない。

・構内の駐車場所は限りがあるので、可能な限り乗り合わせで来場すること。

・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行うこと。

・施工体制台帳、施工体系図は、下請負人と契約後、速やかに提出すること。

 暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して

下請負契約の解除を求めることができる。

行橋市庁舎トイレ洋式化工事

ʬ現場説明書ʭ


